
美幌町立国民健康保険病院電子カルテシステム導入に 
係る公募型プロポーザル審査委員会設置要領  

１ 目的 
 美幌町立国民健康保険病院電子カルテシステムの選定を行うにあたり、応募事業者の審査に関し、必要事項
を以下のとおり定める。 
 
２ 審査委員会の設置 

優れた提案者を選定するため、「美幌町立国民健康保険病院電子カルテシステム選定プロポーザル審査委員
会（以下「審査委員会」という。）」を設置する。 
 
３ 審査委員会の構成等  
（１） 任務  

審査委員は、導入事業者の選定に関する事項について審議を行う。 
（２）審査委員 
  ア 審査委員は次に掲げる者をもって構成する。 
  （ア）委員⾧  病院⾧ 
  （イ）副委員⾧ 副院⾧ 
  （ウ）委 員  事務⾧、総看護師⾧、外来師⾧、総務課⾧、薬局⾧、検査技師、その他識見を有する者 
  イ 副委員⾧は、委員⾧に事故があるとき又は委員⾧が欠けたときに、その職務を代理する。 
（３）会議 
  ア 審査委員会は、委員⾧が招集する。 
  イ 委員⾧は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 
  ウ 審査日に、やむを得ない理由のため出席できない委員は、その委員の推薦する者を代理出席させるこ

とができるが、事前に委員⾧の了承を得るものとする。 
（４）守秘義務 
  委員は、審査に関連して知り得た秘密を漏らしてはならない。退任後も同様とする。 
 
４ 審査方法等 
（１）審査対象 

提出された提案書、添付書類およびプレゼンテーションを審査の対象とする。 
（２）審査基準 

審査は、別表１「審査基準表」に定める各評価項目に基づいて行う。 
（３）採点方法 

別表１「審査基準表」に基づき、項目ごとに評価点を付し、総合的に判断するものとする。 
 
５ 委託候補者の決定 
（１）選定方法 

ア 審査は、別表１「審査基準表」に定める評価項目ごとに、あらかじめ設定された配点に基づき行 
う。各委員の評価点の平均を算出し、これを当該項目の「委員会評価点」とする。 

イ すべての評価項目について算出された委員会評価点の合計が満点の60%以上であり、かつ最も高得 
点を獲得した者を委託候補者として選定する。 

ウ 合計得点が同点となった場合は、審査委員による協議により、委託候補者を決定する。 


